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第１章 総則

第１条 適用範囲
本特記仕様書(以下、「本仕様書」という。)は、徳島県県土整備部河川政策課

（以下、「甲」という。)が行う水防情報伝達システム保守点検業務(以下、「本業務」
という。)に適用する。
２ 本業務は、本仕様書により、実施しなければならない。

第２条 その他の運用法規等
本業務の実施にあたっては、下記の法令規則等に準拠するものとする。
(1)電波法
(2)電気事業法
(3)消防法
(4)国土交通省で定める仕様書等
(5)庁舎管理規則
(6)電気通信事業法
(7)有線電気通信法
(8)その他関係法令

第３条 業務の目的
本業務は、甲の所管する水防情報伝達システムのうち、電気通信施設、観測局内に設

置した雨量観測器、水位観測器、気象観測器等を対象として、年２回の定期点検及び障
害発生時の迅速な復旧を行うことにより、同施設の年間を通じての良好な運行を確保す
るために、実施するものである。

第４条 保守期間
本仕様書による保守の期間は、令和8年4月1日より令和9年3月31日までとする。

第５条 用語の定義
本仕様書で用いられる用語が意味するところの設備範囲は、次のとおりとする。
(1) 水防情報伝達システム

雨量・水位及び潮位の水文情報の迅速・的確な収集と把握を目的として、甲が
県庁をはじめ各所に設置した別図－１及び別図－２、並びに別表－１及び別表－
２に示す無線設備及び付帯する装置並びに設備をいう。

(2) 県庁局
県下の水文情報の収集と配信を行うことを目的として、県庁内に設置した局を

いう。
(3) 水防情報伝達システム用中継局(防災行政中継局内に設置)

竜王山、吉野川、三好、鶴林寺、明神山、上那賀、小谷に設置した水防情報施
設をいい、観測局及びダム局のデータ伝送を自動中継する無線局をいう。

(4) 水防情報伝達システム用土木中継局(吉野川庁舎内に設置)
吉野川庁舎に設置した水防情報施設の内、観測局及びダム局のデータ伝送を自

動中継する無線局をいう。
(5) 土木局

東部県土整備局（徳島、鳴門、吉野川）南部総合県民局（阿南、那賀、美波）、
西部総合県民局（美馬、三好）に設置した局をいう。

(6) 観測局
甲所管の雨量・水位の観測所に設置した局をいう（河川監視カメラを含む）。

第６条 保守業務の範囲
保守業務を受託する者(以下、「乙」という。)が行う、保守業務の対象となる機器は



別表－１及び別表－２に示す全施設とする。
各施設の設置場所は別表－３のとおりとする。

２ 土木局に設置されている中央監視局からのデータ伝送系装置(水防情報受信装置)の保
守は乙が行うものとする。

３ 保守業務の内容は第１０条によるものとし、下記の事項は含まないものとする。
(1) 施設、装置の移設又は改善その他に類するもの。
(2) 乙以外の者の過失若しくは故意、又は乙以外の者の責に帰する事由に起因する
もの。

第７条 受託者の業務
乙は、業務の目的及び内容を理解し、業務の履行に必要な技術を有する管理技術者を

充てなければならない。
２ 乙は、業務の履行上、知り得た内容を漏らし、利用、若しくは、窃用してはならない。
３ 乙は、業務の履行において、安全の確保並びに火気の取扱いに留意しなければならな
い。また業務に支障になる周辺のものについて自身のみで判断せず、甲に相談した上で、
業務を行わなければならない。

４ 乙が庁舎施設及び機器に損傷を与えた場合は、直ちに甲に報告するとともにその指示
に従うものとする。

５ 乙は、本仕様書に記載のないものであっても、水防情報伝達施設の保全に対する義務
があるものとする。

第８条 担当責任者
甲及び乙は、水防情報伝達システムの正常な機能維持と能率的・安全な保守を行うた

め、それぞれ担当責任者を定め、本仕様書に基づく業務を遵守・履行させるものとする。

第９条 疑義
本仕様書に明記なき事項又は疑義が生じた場含は、速やかに甲と協議を行い、指示を

受けなければならない。

第２章 共通仕様

第１０条 業務内容
乙が行う保守業務の内容は以下の項目とする。
(1) 定期保守
(2) 障害修理
(3) 観測データ補填及び修正
(4) 観測装置法定点検
(5) 監督官庁検査に対する事前作業及び立会

２ この他、県担当職員の異動があった場合等、県の要請により、機器の取り扱い説明を
実施するものとする。

第１１条 作業計画、準備
乙は、業務の開始にあたり業務の目的及び内容を理解した上で作業計画を立案し、様

式－１に従って次の各号に掲げた事項を記載した書類を作成して、遅滞なく甲に提出し、
その承諾を受けなければならない。

(1) 定期保守年間工程表
(2) 管理技術者氏名
(3) 作業組織及び連絡体制(夜間、祝祭日を含む)
(4) 作業方法
(5) その他、監督員の指示する事項



第１２条 定期保守点検
定期保守点検とは、機器の維持のため定期的に行う精密な点検、整備及び記録状況の

点検を行うことである。
(1) 点検

点検とは、目視あるいは測定器の使用により施設の動作状態及び消耗の程度を
知り、その良否を判断することである。
点検には、土木局に設置された水防情報受信装置及び中央監視局に設置された

データ集配信装置相互での対向試験を含むものである。
(2) 整備

整備とは、点検時の判断により消耗部品を取り替え、あるいは、不良箇所を整
備することにより、機能の回復又は耐久性の確保を図る作業である。

(3) 記録状況の点検
交換した自記記録紙の記録状況を精査し、定期点検間の観測状況に問題が無い

か点検を行う作業である。
２ 定期保守の内容

乙が行う定期保守の内容は下記のとおりとする。
(1) ５月点検

出水期前に行う定期保守であり、別表－１及び別表－２に示す施設について、
別表－４に示す点検項目のうち、点検周期が1年、６ヶ月毎に該当する項目の点検
及び整備を実施する。

(2) １１月点検
出水期後に行う定期保守であり、別表－１及び別表－２に示す施設について、

別表－４に示す点検項目のうち点検周期が６ヶ月毎に該当する項目の点検及び整
備を実施する。

３ 定期保守の実施期間
(1) ５月点検の実施は出水期が始まる5月31日までの期間に実施するものとする。
(2) １１月点検の実施は11月1目～11月30日までの期間に実施するものとする。

４ 乙は、３に基づき事前に「定期保守年間工程表」を甲へ提出し、承認を得て実施する
こと。

５ 乙は、定期保守を終了した時は、速やかに定期保守報告書を作成し、甲に提出するも
のとする。報告書についての詳細は第２４条に示す。
なお、保守時に異常を発見した時は、甲に報告するとともに、修理又は仮処置を行う

ものとする。
６ 定期保守にあたっては、観測データの欠測と異常が極カ発生しないよう留意すること。
点検の際には保守モードを利用し、異常値を外部に出すことがないようにすること。や
むを得ず観測データの欠測等が発生する場合は、あらかじめ甲の承認を得て実施するこ
と。なお、欠測となったデータは、自記記録紙及びＩＣカードの読取り等により補填す
ること。

７ 点検のために必要となった印字等の記録は、通常の観測データと明確な区分をするた
めの記録を行うこと。

８ ＩＣカード付きの局については、定期的にデータを監視局端末装置に保存すること。
９ 各観測局の月報表については定期的にサーバから端末装置に保存すること。

第１３条 雨量計法定点検の実施方法
雨量計法定点検は、気象業務法に基づく検定を合格した新しい雨量計を、点検対象雨

量計と取替るものとする。取替は、無降雨時に行うものとする。また、点検合格品につ
いては、交換日に近いものを使用すること。

第１４条 雨量計の観測環境調査実施方法
周辺の樹木の様子など、観測所の設置環境がわかるよう下記により実施すること。
(1) 測器付近から、北、東、南、西、天空方向、機器全体、観測所全景の計７枚の



写真を撮影すること。
(2) 天空方向は魚眼レンスで北を背にして撮影し、画面の上ができるだけ北を向く
ように撮影すること。

(3) 撮影用の魚眼レンズは県より貸与するものを使用するものとする。ただし、規
格が同じもので、事前に甲の了解を得れば、乙が準備したレンズを使用できる。

(4) 雨量観測に支障のある樹木等に関しては剪定等を実施し、協議により変更対応
とする。

(5) 成果は、観測所名のフォルダを作成し、電子デ－タを提出すること。

第１５条 雨量計注水試験の実施方法
雨量計注水試験は、下記により実施すること。なお、本施設は、テレメータ化されて

いるので、必ず実施前に実施時間等を連絡し承認を得ておくこと。
(1) 実施時間の報告、承認。
(2) 自記記録紙の交換前に雨量２０mmに相当する水を正確に計量し、細かな穴をあ
けたビニール袋等を用いて静かに注水する。

(3) 注水開始時刻に転倒マスの転倒回数、自記記録上の記録、注水終了時刻を記録
する。

(4) 記録に誤差を生じた場合、再度試験を実施すること。
(5) 結果は、様式２－６にとりまとめ、写真貼付のうえ報告するものとする。
(6) なお、実施においては、監視局を保守モードに切替して行うこと。

第１６条 水位観測器の調整方法
水位観測器の調整は、下記の県下統一手法により実施しなければならない。
水位局毎の調査諸元は、別途指示するものとする。
(1) 調整精度 量水標の読みとの誤差±1cm未満
(2) 水位計本体 量水標の読みに一致
(3) 自記記録計 量水標の読みと一致。従って、マイナスの水位が生じ得る水位局

あっては、マイナス座標を持つ自記記録紙を使用すること。座標
範囲は別途指示するものとする。

(4) 結果は、様式２－７にとりまとめ、写真貼付のうえ報告するものとする。

第１７条 自記記録紙及びＩＣカードの整理、点検
自記記録紙及びＩＣカードは、定期点検毎に交換し、下記により記録状況の点検及び

整理を行うこと。
(1) 現場における概略点検
水位にあっては調整作業、雨量にあっては調整及び注水試験の状況を旧自記紙上

に記録し、新しい記録紙に交換する。
その場で、記録状況を概観し、装置の稼働状況を点検する。

(2) 自記記録紙の整理
現場から持ち帰った自記紙は、様式２－１２のラべルを添付し、ラべル上には所

定の事項を記入しておくものとする。
(3) ＩＣカードの整理
現場から持ち帰ったＩＣカードは、端末装置に保存する。

(4) 記録状況の点検
自記紙及びＩＣカードへの記録状況をチェックすること。

第１８条 点検基準
点検基準は、本仕様書による他、各装置の点検基準によるものとし、各装置の標準性

能を満足し、かつ運用に支障を与えない機能を満足するものとする。
２ レべル等は、本仕様書に定めるほか、各装置の規格値によるものとする。
３ レべル等規格値が改造等で変更のあった時は、これを修正して提出するものとする。



第１９条 障害修理
乙が行う保守対象設備で障害が発生しその旨を甲に通知した場合、乙は速やかに修理

を行い復旧しなければならない。
このため、乙はあらかじめ連絡体制・修理体制を整えておくものとする。

２ 障害部品の取り替えが必要な場合、軽微な備品の取り換えは本業務内で実施するもの
とする。ただし、障害が特に重大かつ高額となることが予想されるものは、様式２－５
により甲にその状況を連絡し、甲、乙による協議の上、処理するものとする。

３ 乙は、障害修理を終了した時は、その都度様式－３に基づき速やかに甲に報告し、承
認を受けなければならない。

第２０条 監督官庁検査に対する事前作業
監督官庁検査に指定された無線局については、事前の資料作成及び甲の補助者として

の検査立会を行うものとする。
２ 監督官庁検査の予定日は１ヶ月前までに甲から乙に通知する。

第２１条 保守用機材及び消耗品
定期保守、障害修理及び監督官庁検査に要する測定器等の機材は、乙が準備するもの

とする。
但し、甲の所有する点検用機材、物品等を使用する必要があるときは、乙は、甲の承

認を得て使用することができる。
２ 消耗品のうち、下記のものは本業務内の保守材料として計上しているものの他、必要
に応じ甲が支給するものとし、その他のものは乙の負担とする。

(1) 光ディスク等
(2) その他設計書に記載しているもの

第２２条 作業の中止
降雨等により、甲から保守作業等の一時中止の指示を受けた場合は、乙は直ちに作業

を中止し、速やかに機能を復旧させるものとする。
２ 前項にて中止した作業の継続を開始する時は、甲が指示するものとする。

第２３条 保守作業終了後の確認
保守作業終了後においては、以下のことを確認しなければならない。
(1) 各機器、各スイッチ等が平常時の運転状態になっていること。
(2) 点検のために運転した電灯が消灯されていること。
(3) 電気室が施錠されていること。

第２４条 報告書
乙は、業務実施後速やかに以下の報告書を提出し、甲の検査を受けるものとする。
(1) 業務完了時
・定期点検報告一覧表
・年間保守報告書
・定期保守報告書
・各局別機器別点検結果
・点検状況写真
・修繕完了報告書

(2) その都度(点検・修繕後)
・定期点検報告一覧表
・定期保守報告書
・修繕完了報告書

２ 所定の様式で記載できない範囲については、乙が別途作成し、報告すること。
(1) 表紙 様式２－１



(2) 保守実施局名、実施日、保守者、使用測定器 様式２－２
(3) 保守点検結果総括表
(4) 所見、特記事項
(5) 各装置毎の点検表 (乙で作成)
(6) (5)で記載されない点検表、別添資料等(乙で作成)
(7) 要修繕箇所報告
(8) 雨量注水試験結果表
(9) 水位計調整結果表
(10)雨量局見回り点検表
(11)水位計見回り点検表
(12)作業状況写真集
(13)自記記録紙ラべル

３ 障害修理完了報告書は、様式－３に従って、以下の項目を記載し提出すること。
(1) 障害発生装置、甲の連絡者及び乙の受報者、修理担当者
(2) 障害内容及び障害発生原因
(3) 復旧処置内容
(4) 別途精算の場含はその費用

４ 年間保守終了時には、様式－４に従って、既に提出済みの報告書を整理し、提出する
こと。

５ 点検様式集（契約後データを渡す）に点検結果を記載し、上記報告様式と合わせて提
出すること。

第3章 詳細指示事項

第２５条 業務対象局及び装置
本業務の保守の対象となる局及び装置は、別表－１に示す施設及び装置である。

第２６条 欠測、異常データの補填及び修正
乙は、定期保守毎にデータファイルの蓄積状況を確認し、欠測、異常データがあった

場合は、自記記録紙及びＩＣカードにより、データの補填及び補正を行うものとする。
補填及び補正後のデータは光ディスクヘファイルし所定の場所に保管するものとする。
自記記録紙は、データ補填・補正後、観測箇所及び記録年月を記入し、保管箱に整理

するものとする。

第4章 その他の業務

第２７条 無線局登録点検
登録点検が生じた年度については、各水防局について電波法第７３条第１項による定

期検査を、定められた検査基準に基づき実施し、定められた検査結果報告書に取りまと
め、提出すること。なお、点検手数料等は、甲の負担とし、変更対応とする。



 

令和  年  月  日 

 

徳島県知事 殿 

 

受注者 住所 

                     氏名 

                        

 

管理技術者通知書 
 

 

業務の名称： 

 

上記業務の管理技術者を下記のとおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。 

 

 

記 

 

 

    管理技術者 

  



 

管理技術者経歴書 
 

氏  名        

 

生年月日       年 月 日 

 

現住所         

 

最終学歴       （学校科名） 

 

年  月  日 卒業 

 

取得資格等 

 

年  月  日 取得 

（資格の登録番号） 

（以下、列記） 

職  歴   １．                （  年  月～  年  月） 

１．                （  年  月～  年  月） 

１．                （  年  月～  年  月） 

（以下、列記） 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

令和  年  月  日 

 

氏 名  

 

 

（※ 職歴については、担当した業務経歴を記入すること。） 



別記

個人情報取扱特記事項

（基本的事項）

第１条 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に

規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当

たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければな

らない。

（秘密の保持）

第２条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（収集の制限）

第３条 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集しようとするときは、その事務の目

的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により収集しなけ

ればならない。

（適正管理）

第４条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防

止その他の個人情報の安全な管理のために必要かつ適正な措置を講じなければならない。

（目的外利用及び提供の禁止）

第５条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的のために利

用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲が指示又は承諾したときは、この限りでない。

（複写又は複製の禁止）

第６条 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複

写し、又は複製してはならない。ただし、甲が指示又は承諾したときは、この限りでない。

（再委託の禁止）

第７条 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務については、第三者に委託してはならない。

ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。

２ 乙は、前項ただし書により再委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）するときは、再委託先

にこの契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務と同等の義務を負わせるとともに、再委

託先の行為について再委託先と連携してその責任を負うものとする。

（資料等の返還又は廃棄）

第８条 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作

成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は廃棄するものと

する。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。



（従事者への周知）

第９条 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務

に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、

個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。

（調査）

第１０条 甲は、乙及び再委託先がこの契約による事務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の

状況について、随時調査することができる。

（事故報告）

第１１条 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速

やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。



別表－１
構成品目表[徳島県庁設備]

項 番 品 名 形 名 員 数 備 考

１． テレメータ監視装置 １式
1-1 テレメータ監視装置(現用) GWD-2700-TT １台
1-2 テレメータ監視装置(予備) GWD-2700-TT １台
1-3 時計装置 QC-5520R １台

２． 情報処理設備 １式
2-1 水防情報処理装置 GKS-6150 １式
2-1-1 筐体 １式
2-1-2 ＩＦ変換装置 NDC-1380 １台 危機管理室向け
2-1-3 観測制御装置 NDC-1169 １台
2-2 水位予測サーバ １台

３． 保守管理用端末装置 GKS-6153 １式

４． 情報表示設備 １式
4-1 切替器(災害対策室) DTSP22-VGA １台
4-2 データ表示盤 LC-52EX5 ２面 河川整備課，砂防防災課
4-3 画像分配器(水防情報室) CIF-12E １台
4-4 無停電電源装置 N8142-11B ２台

５． 電源設備 １式
5-1 耐雷トランス 3TI-21-20HS1 １台
5-2 耐雷トランス TI-21-10H １台
5-3 無停電電源装置 SFU-103SS11 １台



別表－１
構成品目表[東部県土整備局(徳島)設備]

項 番 品 名 形 名 員 数 備 考

１． 情報表示設備 １式
1-1 切替器 KVM-NVP １台
1-2 データ表示盤 LC-52EX5 ２面
1-3 画像分配器 CIF-12E １台
1-4 画像分配器 WBD-14F １台
1-5 無停電電源装置 ２台
1-6 耐電トランス TI-11-5H １台

別表－１
構成品目表[東部県土整備局(鳴門)設備]

項 番 品 名 形 名 員 数 備 考

１． 情報表示設備 １式
1-1 切替器 KVM-NVP １台
1-2 データ表示盤 LC-52EX5 ２面
1-3 画像分配器 CIF-12E １台
1-4 画像分配器 WBD-14F １台
1-5 無停電電源装置 ２台

別表－１
構成品目表[東部県土整備局(吉野川)設備]

項 番 品 名 形 名 員 数 備 考

１． 情報表示設備 １式
1-1 切替器 KVM-NVP １台
1-2 ４画面合成装置 MIX-VT4 １台
1-3 データ表示盤 LC-52EX5 １面
1-4 画像分配器 DD-106 １台
1-5 無停電電源装置 １台



別表－１
構成品目表[南部総合県民局(阿南)設備]

項 番 品 名 形 名 員 数 備 考

１． 情報表示設備 １式
1-1 切替器 KVM-NVP １台
1-2 データ表示盤 LC-52EX5 ２面
1-3 画像分配器 CIF-12E １台
1-4 画像分配器 WBD-14F １台
1-5 無停電電源装置 １台
1-6 耐雷トランス TI-11-5H １台

別表－１
構成品目表[南部総合県民局(那賀)設備]

項 番 品 名 形 名 員 数 備 考

１． 情報表示設備 １式
1-1 切替器 KVM-NVP １台
1-2 データ表示盤 LC-52EX5 ２面
1-3 画像分配器 CIF-12E １台
1-4 画像分配器 WBD-14F １台
1-5 無停電電源装置 ２台
1-6 耐雷トランス TI-11-5H １台

別表－１
構成品目表[南部総合県民局(美波)設備]

項 番 品 名 形 名 員 数 備 考

１． 情報表示設備 １式
1-1 切替器 KVM-NVP １台
1-2 データ表示盤 LC-52EX5 １面
1-3 画像分配器 CIF-12E １台
1-4 無停電電源装置 ２台
1-5 耐雷トランス TI-11-5H １台



別表－１
構成品目表[西部総合県民局(美馬)設備]

項 番 品 名 形 名 員 数 備 考

１． 情報表示設備 １式
1-1 切替器 KVM-NVP １台
1-2 データ表示盤 LC-52EX5 １面
1-3 画像分配器 CIF-12E １台
1-4 無停電電源装置 ２台
1-5 耐雷トランス TI-11-5H １台

別表－１
構成品目表[西部総合県民局(三好)設備]

項 番 品 名 形 名 員 数 備 考

１． 情報表示設備 １式
1-1 切替器 KVM-NVP １台
1-2 データ表示盤 LC-52EX5 １面
1-3 画像分配器 CIF-12E １台
1-4 無停電電源装置 ２台
1-5 耐雷トランス TI-11-5H １台



テレメータ
監視局

土木局
中継局
μ－Ｖ

放流警報局
装置

データ
送受量局

直流電源
装置

気象観測
装置

水位計
簡易点検

危機管理
型水位計

河川監視
カメラ

徳 島 県 庁 ○

徳 島 庁 舎 ○ ○ 空中線 ○ 転倒マス型

鳴 門 庁 舎 ○ ○ 空中線 ○ 転倒マス型

吉 野 川 庁 舎 ○ ○ 空中線 ○ 転倒マス型

阿 南 庁 舎 ○ ○ 空中線 ○ 転倒マス型

美 波 庁 舎 ○ ○ 空中線 ○ 転倒マス型 mse

那 賀 庁 舎 ○ ○ 空中線 ○ 転倒マス型 mse

美 馬 庁 舎 ○ ○ 空中線 ○ 転倒マス型

三 好 庁 舎 ○ ○ 空中線 ○ 転倒マス型

三 好 ○

竜 王 ○

川 島 ○

明 神 ○

上 那 賀 ○

鶴 林 寺 ○

小 谷 ○

新 野 ○ 空中線 ○ 転倒マス型 ○ 水晶式 mse

加 茂 × 空中線 ○ 転倒マス型 × 水晶式 ○

神 野 ○ 空中線 ○ 転倒マス型 ○ 水晶式 mse

正 法 寺 × 空中線 ○ 転倒マス型 × 水晶式 ○

立 江 × 空中線 ○ 転倒マス型 × 水晶式 ○

月 輪 ○ 空中線 ○ 転倒マス型 ○ 水晶式 mse

広 野 ○ 空中線 ○ 転倒マス型 ○ 水晶式 mse

法 花 ○ 空中線 ○ 転倒マス型 ○ 水晶式 mse・太陽

寄 井 ○ 空中線 ○ 転倒マス型 ○ 水晶式 mse

宮 前 ○ 空中線 ○ 転倒マス型 ○ 水晶式 mse

奥 浦 ○ 空中線 ○ 転倒マス型 mse

寒 ヶ 瀬 ○ 空中線 ○ 転倒マス型 mse

平 ○ 空中線 ○ 転倒マス型 mse

野 田 原 ○ 空中線 ○ 転倒マス型 mse

小 谷 ○ 空中線 ○ 転倒マス型 mse

赤 松 中 央 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

穴 吹 × 空中線 × 空中線 ○

井 ノ 内 谷 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

牛 島 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse・太陽

内 田 橋 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

馬 路 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

大 坂 谷 × 空中線 × 水晶式 ○

大 代 × 空中線 × 水晶式 ○

大 谷 × 空中線 × 水晶式 ○

沖 野 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

沖 ノ 島 × 空中線 × 水晶式 ○

上 鮎 喰 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse・太陽

上 浦 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

学 島 × 空中線 × 水晶式 ○

春 日 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

鴨 島 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

加 茂 野 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse・太陽

加 茂 前 谷 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

川 田 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse・太陽

神 田 瀬 × 空中線 × 水晶式 ○

熊 谷 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

黒 谷 × 空中線 × 水晶式 ○

桑 村 × 空中線 × 水晶式 ○

源 氏 橋 上 × 空中線 × 水晶式 ○

貞 光 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

下 ノ 庄 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

新　　　　町 × 空中線 × 水晶式 ○

瀬 戸 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

千 羽 口 橋 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

棚 田 × 空中線 × 水晶式 ○

多 良 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

寺 谷 × 空中線 × 水晶式 ○

徳 命 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

入 田 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

登 り ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

半 田 × 空中線 × 水晶式 ○

日 開 谷 × 空中線 × 水晶式 ○

日 比 原 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

ほ た る ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

牟 岐 橋 × 空中線 × 水晶式 ○

山 上 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

吉 永 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

口 山 × 空中線 × 水晶式 ○

丈 六 円 橋 × 空中線 × 水晶式 ○

多 家 良 × 空中線 × 水晶式 ○

北 矢 三 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

和 食 ○ 空中線 ○ 水晶式 mse

水位計
テレメータ
観測局

別表－２　河川課所管点検箇所表

雨量計



テレメータ
監視局

土木局
中継局
μ－Ｖ

放流警報局
装置

データ
送受量局

直流電源
装置

気象観測
装置

水位計
簡易点検

危機管理
型水位計

河川監視
カメラ

水位計
テレメータ
観測局

別表－２　河川課所管点検箇所表

雨量計

阿 南 打 樋 川 （ 内 ） × 空中線 × 水晶式 ○

阿 南 打 樋 川 （ 外 ） × 空中線 × 音波式 ○

太 田 川 （ 内 ） × 水晶式 ○

太 田 川 （ 外 ） × 音波式 ○

大 谷 川 （ 内 ） × 水圧式 ○

大 谷 川 （ 外 ） × 水圧式 ○

奥 潟 川 （ 内 ） ○ 音波式

奥 潟 川 （ 外 ） ○ 水圧式

苅 屋 川 （ 内 ） × 水晶式 ○

苅 屋 川 （ 外 ） × 音波式 ○

宍 喰 川 （ 内 ） ○ 水圧式

宍 喰 川 （ 外 ） ○ 水圧式

芝 生 川 （ 内 ） ○ 音波式

芝 生 川 （ 外 ） ○ 音波式

新 池 川 （ 内 ） ○ 水晶式

新 池 川 （ 外 ） ○ 音波式

善 蔵 川 （ 内 ） × 水晶式 ○

善 蔵 川 （ 外 ） × 音波式 ○

立 江 川 （ 内 ） × 水晶式 ○

立 江 川 （ 外 ） × 音波式 ○

田 野 川 （ 内 ） ○ 水晶式

田 野 川 （ 外 ） ○ 音波式

冷 田 川 （ 内 ） × 水晶式 ○

冷 田 川 （ 外 ） × 音波式 ○

牟 岐 川 （ 内 ） × 水圧式 ○

牟 岐 川 （ 外 ） × 水圧式 ○

角 ノ 瀬 （ 内 ） ○ 水晶式

角 ノ 瀬 （ 外 ） ○ 水晶式

角 ノ 瀬 （ 吉 野 川 ） ○ 水晶式

飯 尾 川 堰 （ 上 ） ○ 水晶式

飯 尾 川 堰 （ 下 ） ○ 水晶式

多 々 羅 川 （ 内 ） ○ 水晶式

多 々 羅 川 （ 外 ） ○ 水晶式

徳 島 打 樋 川 （ 内 ） × 水晶式 ○

徳 島 打 樋 川 （ 外 ） × 水晶式 ○

新 掘 川 （ 内 ） × 水晶式 ○

新 掘 川 （ 外 ） × 水晶式 ○

豊 ノ 本 川 （ 内 ） × 水晶式 ○

豊 ノ 本 川 （ 外 ） × 水晶式 ○

飯尾川第二樋門（内） ○ 水晶式

飯尾川第二樋門（外） ○ 水晶式

出島川排水機場（内） ○ 水晶式

出島川排水機場（外） ○ 水晶式

岩屋谷川排水機場(内) ○ 水圧式

岩屋谷川排水機場(外) ○ 水圧式

正 木 ダ ム × 空中線

横 瀬 ○ ○ 転倒マス型 mse

宮 川 内 ダ ム × 空中線

七 条 ○ ○ 転倒マス型 mse

長 安 口 ダ ム × 空中線

加 茂 谷 × ○ 転倒マス型 mse

川 口 ダ ム × 空中線

鮎 喰 川 2

園 瀬 川 1

穴 吹 川 3

勝 浦 川 （ 飯 谷 ） ○

園 瀬 川 ○

冷 田 川 ○

多 々 羅 川 ○

西 大 堀 川 ○

芝 生 川 ○

新 堀 川 ○

生 名 谷 川 ○

鮎 喰 川 （ 阿 野 ） ○

前 川 ○

大 谷 川 （ 鳴 ） ○

飯 尾 川 ○

川 田 川 ○

吉 野 川 （ 善 入 寺 島 ） ○

指 谷 川 ○

熊 谷 川 （ 阿 波 ） ○

渡 内 川 ○

飯 尾 川 ○

打 樋 川 ( 阿 ) ○

福 井 川 ○

岡 川 ○

那 賀 川 ( 十 八 女 ) ○

那 賀 川 ○

日 和 佐 川 ○

広 岡 川 ○

海 部 川 ○

mse空中線○

転倒マス型

風速計

風速計

風速計

空中線

空中線

空中線

転倒マス型

空中線

空中線

空中線

空中線

mse

風速計

×

風速計

転倒マス型

空中線

○

空中線

○

○

空中線

空中線

空中線

mse

○

空中線

空中線

空中線

mse

空中線

空中線

×

mse

空中線

×

×

○

mse

○

空中線

ＣＤＴ mse

mse

○

mse

mse

○

×

○

×

○

○

×

×

mse

mse

mse

mse

mse

mse

mse

mse

mse

×

×

○ mse



テレメータ
監視局

土木局
中継局
μ－Ｖ

放流警報局
装置

データ
送受量局

直流電源
装置

気象観測
装置

水位計
簡易点検

危機管理
型水位計

河川監視
カメラ

水位計
テレメータ
観測局

別表－２　河川課所管点検箇所表

雨量計

母 川 ○

土 井 谷 川 ○

城 の 谷 川 ○

明 連 川 ○

白 川 谷 川 ○

山 口 谷 川 ○

打 樋 川 ( 徳 ) ○

八 多 川 ○

立 江 川 ○

藤 川 ○

鶯 谷 川 ○

五 明 谷 川 ○

大 津 田 川 ○

畑 田 川 ○

熊 谷 川 （ 阿 南 ） ○

三 谷 川 （ 阿 南 ） ○

中 山 川 （ 和 食 ） ○

宍 喰 川 ○

善 蔵 川 ○

浦 上 川 ○

相 川 ○

貞 光 川 ○

半 田 川 ○

穴 吹 川 ○

鮎 苦 谷 川 ○

宮 川 内 谷 川 ○

樋 殿 谷 川 ○

鮎 喰 川 ○

園 瀬 川 ○

宮川内谷川（板野町） ○

宮川内谷川（上板町） ○

宮川内谷川（阿波市） ○

勝 浦 川 （ 徳 島 市 ） ○

勝 浦 川 （ 小 松 島 市 ） ○

勝 浦 川 （ 勝 浦 町 ） ○

新 池 川 ○

海 部 川 ○

桑 野 川 ○

福 井 川 ○

宍 喰 川 ○

貞 光 川 ○

飯 尾 川 ○

日 和 佐 川 ○

川 田 川 ○

神 田 瀬 川 ○

大 谷 川 ○

岡 川 ○

那 賀 川 ( 和 食 ） ○

那 賀 川 （ 鮎 川 ） ○

那 賀 川 （ 木 頭 出 原 ） ○

奥 潟 川 ○

牟 岐 川 ○

穴 吹 川 ○

山 口 谷 川 ○

加 茂 谷 川 ○

mse 太陽

合 計 1 8 7 6 1 52 5 44 53 28

実施箇所

60 29 58

内 音波式

5

直流電源装置



県庁局

徳島県庁 徳島県徳島市万代町1-1

土木局

徳島庁舎 徳島県徳島市南末広町6-36

鳴門庁舎 徳島県鳴門市撫養町立岩字七枚128

吉野川庁舎 徳島県吉野川市川島町宮島736-1

阿南庁舎 徳島県阿南市富岡町あ王谷46

那賀庁舎 徳島県那賀郡那賀町吉野字弥八かへ64-1

美波庁舎 徳島県海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1

美馬庁舎 徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

三好庁舎 徳島県三好市池田町マチ2415番地

中継局

三好中継局 徳島県三好市池田町白地ウマバ816-4　徳島県三好中継局内

竜王中継局 徳島県美馬市美馬町字入倉813-46　徳島県竜王中継局内

川島中継局 徳島県吉野川市川島町宮島736-1　徳島県吉野川合同庁舎内

明神中継局 徳島県海部郡美波町大字阿部カシガフチ592-4　徳島県明神中継局内

上那賀中継局 徳島県那賀郡那賀町拝宮字徳ヶ谷77-2　徳島県上那賀中継局内

鶴林寺中継局 徳島県勝浦郡勝浦町大字生名字鷲ヶ尾14　徳島県鶴林寺中継局内

小谷中継局 徳島県海部郡海陽町相川字笹無谷５８－４　徳島県小谷中継局内

観測局

新野 徳島県阿南市新野町秋山３５０－５地先　新野観測局

加茂 徳島県三好郡東みよし町加茂１６２１－２　９２－６２　加茂雨量・水位観測局

神野 徳島県海部郡海陽町神野字七川１－１地先　神野雨量・水位観測局

正法寺 徳島県板野郡藍住町奥野東中須１２５地先　正法寺雨量・水位観測局

立江 徳島県小松島市立江町字清水１８９－１　立江雨量・水位観測局

月輪 徳島県海部郡美波町西河内字大久保９－１地先　月輪雨量・水位観測局

広野 徳島県名西郡神山町阿野字広野１５４－１　広野雨量・水位観測局

法花 徳島県徳島市八万町弐丈５－１　法花雨量・水位観測局

寄井 徳島県名西郡神山町神領字川北２－１　寄井雨量・水位観測局

宮前 徳島県名東郡佐那河内村下字中辺７１－１　佐那河内村役場内

奥浦 徳島県海部郡海陽町奥浦字鹿ヶ谷３－１　徳島県南部総合県民局 美波庁舎 海部詰所　内

寒ヶ瀬 徳島県海部郡海陽町平井字寒ヶ瀬１１５番　寒ヶ瀬雨量観測局

平 徳島県吉野川市美郷字張４１０－７　平雨量観測局

野田原 徳島県阿波市市場町日開谷字野田原５１－３　野田原雨量観測局

小谷 徳島県海部郡海陽町大字小谷字落１０６　徳島県小谷中継局内

赤松中央 徳島県海部郡美波町赤松字野田７２－２　徳島県赤松中央観測局

穴吹 徳島県美馬市穴吹町字市ノ下８－２　穴吹水位観測局

井ノ内谷 徳島県三好市井川町垢躰６１５０－４　井ノ内水位観測局

牛島 徳島県吉野川市鴨島町大字牛島字中開東１９９２－６２　牛島水位観測局

内田橋 徳島県阿南市山口町前山田５８－１地先　内田橋水位観測局

馬路 徳島県三好市池田町馬路字陰ノ前８－３　馬路水位観測局

大坂谷 徳島県板野郡板野町大寺字王寺５９－１１地先　大坂谷水位観測局

大代 徳島県鳴門市大津町大代５７１－３地先　大代水位観測局

大谷 徳島県鳴門市大麻町大谷字東山谷４０　大谷水位観測局

沖野 徳島県徳島市飯谷町干飯２－１　沖野水位観測局

別表－３　各施設設置場所
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沖ノ島 徳島県徳島市川内町鈴江西　金岡排水機場内　沖ノ島水位観測局

上鮎喰 徳島県徳島市鮎喰町２丁目１１８－２　上鮎喰水位観測局

上浦 徳島県名西郡石井町高川原字関１４７－５　上浦水位観測局

学島 徳島県吉野川市川島町学字辻１９－１地先　学島水位観測局

春日 徳島県徳島市春日町字宝野２７－１　春日水位観測局

鴨島 徳島県吉野川市鴨島町鴨島字知恵島境８７３－４地先　鴨島水位観測局

加茂野 徳島県名西郡石井町高川原字加茂野１８４－１　加茂野水位観測局

加茂前谷 徳島県阿南市椿町黒田４９－７地先　加茂前谷水位観測局

川田 徳島県吉野川市山川町村雲１７１－１地先河川敷　川田水位観測局

神田瀬 徳島県小松島市小松島町字馬場本１２－１　神田瀬水位観測局

熊谷 徳島県阿波市吉野町柿原字シノ原３８２－５　熊谷水位観測局

黒谷 徳島県板野郡板野町大寺字苅辺裏１９０－２　黒谷水位観測局

桑村 徳島県吉野川市川島町桑村字風呂谷１５４３－１地先　桑村水位観測局

源氏橋上 徳島県小松島市田野町字赤石北５３－４　源氏橋上水位観測局

貞光 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字前田５３－１４　貞光水位観測局

下ノ庄 徳島県板野郡板野町下ノ庄字栄需44-1,41-1地先　下ノ庄水位観測局

新町 徳島県徳島市新町橋１丁目４－１　新町水位観測局

瀬戸 徳島県鳴門市瀬戸町明神字上本城２５２　瀬戸水位観測局

千羽口橋 徳島県海部郡美波町北河内字登り２２６－３　千羽口橋水位観測局

棚田 徳島県美馬市脇町字西赤谷２２５５－１８番地先　棚田水位観測局

多良 徳島県海部郡海陽町多良　多良水位観測局

寺谷 徳島県名東郡佐那河内村下字寺谷５４　寺谷水位観測局

徳命 徳島県板野郡藍住町徳命字前須東１１－８　徳命水位観測局

入田 徳島県徳島市入田町春日１３７－１　入田水位観測局

登り 徳島県海部郡美波町北河内字登り２２６－３　登り水位観測局

半田 徳島県美馬郡つるぎ町半田字田井２０２　半田水位観測局

日開谷 徳島県阿波市市場町市場字岸ノ下２９８－１地先河川敷　日開谷水位観測局

日比原 徳島県海部郡海陽町日比原２７－１２　日比原水位観測局

ほたる 徳島県吉野川市山川町堤外２２－５地先　ほたる水位観測局

牟岐橋 徳島県海部郡牟岐町大字河内字東川又１７４８－１　牟岐橋観測局

山上 徳島県徳島市八万町上中筋９５３－１　山上水位観測局

吉永 徳島県鳴門市大津町吉永字四番越地先　吉永水位観測局

打樋川 徳島県阿南市津乃峰町長浜　打樋川排水機場内

太田川 徳島県小松島市和田島町松田新田３７－１４　太田川排水機場内

大谷川 徳島県板野郡松茂町中喜来字中瀬堤外　大谷川排水機場内

奥潟川 徳島県海部郡美波町奥河内字櫛ヶ谷２２１－２　徳島県奥潟観測局

苅屋川 徳島県阿南市那賀川町芳崎４９４　苅屋川排水機場内

宍喰 徳島県海部郡海陽町宍喰浦中角１－１　徳島県宍喰観測局

芝生川 徳島県小松島市金磯町１番町弁天前　芝生川排水機場内

新池川 徳島県鳴門市撫養町南浜番外２８　新池川排水機場内

善蔵川 徳島県海部郡海陽町大里字下中須２６－７　善蔵川排水機場内

立江川 徳島県小松島市赤石町松田新田３７－１４　太田川排水機場内

田野川 徳島県小松島市金磯町１４番　田野川排水機場内

冷田川 徳島県徳島市八万町沖須賀６３　冷田川排水機場内

牟岐川 徳島県海部郡牟岐町中村字本村４７－２　徳島県牟岐観測局



別表－３　各施設設置場所

角ノ瀬 徳島県徳島市国府町東黒田字鑓場１９７番地１地先　角ノ瀬堰観測局

飯尾川堰 徳島県徳島市不動北1丁目

正木ダム 徳島県勝浦郡上勝町正木字藤の内１８－２　徳島県正木ダム管理事務所内

横瀬 徳島県勝浦郡勝浦町棚野字北川原

宮川内ダム 徳島県阿波市土成町宮川内字平間５８　宮川内ダム管理事務所

七条 徳島県板野郡上板町西分字溝尻８－２地先河川敷　七条雨量観測局

長安口ダム 徳島県那賀郡那賀町大字小浜字立石５－４ 　国土交通省那賀川河川事務所長安口ダム管理所内

加茂谷 徳島県阿南市加茂町不け１－２

川口ダム 徳島県那賀郡那賀町吉野字イヤ谷７２－１　徳島県企業局川口発電所内

口山 徳島県美馬市穴吹町字市の下８－２　徳島県穴吹観測局内

丈六円橋 徳島県徳島市丈六町粟田丈六円橋左岸　徳島県丈六円橋観測局内

多家良 徳島県徳島市八多町　徳島県多家良観測局内

北矢三 徳島県徳島市北矢三町４丁目弁天橋右岸下流　徳島県北矢三観測局内

多々羅川 徳島県徳島市西新浜町１丁目　多々羅排水機場内

打樋川 徳島県徳島市論田町新開　打樋川排水機場内

新掘川 徳島県小松島市小松島町馬場ノ本　新掘川排水機場内

豊ノ本川 徳島県小松島市中郷町大瀬町　豊ノ本川排水機場内

飯尾川第二樋門 徳島県徳島市春日町宝野地先

出島川 徳島県阿南市那賀川町中島１５５８－１地先　出島川排水機場

危機管理型水位計

勝浦川（飯谷） 徳島市飯谷町下里13-4【飯谷橋】

園瀬川 徳島市上八万町川北431付近　【川北東橋】

冷田川 徳島市八万町川南91-6付近【川南北橋】

多々羅川 徳島市大松町下野神17-1付近　【多々羅川橋】

西大堀川 徳島市国府町日開648【西堀橋】

芝生川 小松島市芝生町字字横須58　【菖蒲橋】

新堀川 小松島市中郷町字西野18付近　【新堀橋】

生名谷川 勝浦町　大字名宇山下8-1付近【生名大橋】

鮎喰川（阿野） 徳島市神山町阿野字広野65-3　【阿野橋】

前川 藍住町奥野字前川6-1付近【諏訪橋】

大谷川（鳴） 鳴門市大麻町牛屋島字小松原【大谷川橋】

飯尾川 吉野川市鴨島町上下島38-1地先【鴨島中央橋】

川田川 吉野川市山川町奥川田45-2地先　【庄司橋】

吉野川（善入寺島） 吉野川市川島三ツ島字新田516-2地先【阿波麻植大橋】

指谷川 阿波市市場町伊月字御幸ノ北188-2地先　【御幸ノ北橋】

熊谷川（阿波） 阿波市吉野町柿原字北二条108-3地先【北二条第1号橋】

渡内川 石井町石井字石井2111-5地先　【為老橋】

飯尾川 石井町浦庄字国実422-5地先　【御所地橋】

打樋川(阿) 阿南市見能林町南林　【引舟橋】

福井川 阿南市福井町古毛　【古毛橋】

岡川 阿南市長生町西方　【新西方橋】

那賀川(十八女) 那賀川町　十八女町　宮ノ前　【十八女大橋】

那賀川 那賀町木頭出原字ナカスジ　【出原橋】

日和佐川 美波町西河内字平戸　【原ヶ野橋】

広岡川 海陽町芥附字芥附　【上広岡橋】
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海部川 海陽町相川字中野　【相川大橋】

母川 海陽町野江字中澤　【不動橋】

土井谷川 美馬市脇町字拝原　【土井谷橋】

城の谷川 美馬市脇町大字脇町字南町　【城の谷橋】

明連川 美馬市穴吹町穴吹字明連　【市道橋】

白川谷川 三好市山城町光兼　【光兼橋】

山口谷川 三好郡東みよし町中庄【山蔭谷川樋門】

打樋川(徳) 徳島市大原町長尾29-3付近

八多川 徳島県多家良町吉田【吉田橋】

立江川 小松島市立江町字中ノ坪【前橋】

藤川 上勝町大字正木字中津【新藤川橋】

鶯谷川 市場町伊月字潺200-1地先【潺東二号橋】

五明谷川 阿波町中川原151-5地先【中河原橋】

大津田川 阿南市長生町大津田

畑田川 阿南市下大野町大橋

熊谷川（阿南） 阿南市熊谷町秋葉下

三谷川（阿南） 阿南市見能林町青木

中山川（和食） 那賀町和食郷【和食橋】

宍喰川 海部郡海陽町尾崎八山  【安井橋】

善蔵川 海部郡海陽町大里字尾野鼻【前田新橋】

浦上川 海部郡海陽町浅川

相川 海部郡海陽町相川字柱野【日浦橋】

貞光川 美馬郡つるぎ町一宇字赤松【螢橋】

半田川 美馬郡つるぎ町半田字西久保【和田橋】

穴吹川 美馬市穴吹町口山字初草【天神橋】

鮎苦谷川 池田町州津【箸蔵橋】

宮川内谷川 板野町大寺【古町大橋】

樋殿谷川 鳴門市大麻町萩原【萩原団地1号橋歩道橋】

河川監視カメラ

鮎喰川 　徳島市北矢三町３丁目７　弁天橋付近

園瀬川 　徳島市八万町新貝　園瀬橋付近

宮川内谷川（板野町） 　板野郡板野町下庄神木　唐園橋付近

宮川内谷川（上板町） 　板野郡上板町七條門田　松島橋付近

宮川内谷川（阿波市） 　阿波市土成町高尾南原　高尾橋付近

勝浦川（徳島市） 　徳島市飯谷町高良　下沖野警報局付近

勝浦川（小松島市） 　小松島市江田町中道　江田水位計付近

勝浦川（勝浦町） 　勝浦郡勝浦町沼江高開　今山橋付近

新池川 　鳴門市大津町木津野東川田　木津神橋付近

海部川 　海部郡海陽町奥浦新町　海部大川橋付近

桑野川 　阿南市桑野町菅増　蛭地川付近

福井川 　阿南市福井町大西　大西水位計付近　

宍喰川 　海部郡海陽町宍喰浦正梶　中角橋付近

貞光川 　美馬郡つるぎ町貞光前田　貞光水位計付近

飯尾川 　名西郡石井町高川原高川原　渡内川合流点

日和佐川 　海部郡美波町西河内大久保　日和佐橋付近
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那賀川（和食） 　那賀郡那賀町和食郷北地　中山川合流点下流

那賀川（鮎川） 　那賀郡那賀町相生

那賀川（木頭出原） 　那賀郡那賀町出原

川田川 　吉野川市山川町井上　川田橋付近

神田瀬側 　小松島市神田瀬町

大谷川 　鳴門市大麻町大谷　椢原橋付近

岡川 　阿南市宝田町平岡

奥潟川 　美波町奥河内

牟岐川 　牟岐町河内

穴吹川 　美馬市穴吹町穴吹

山口谷川 　三好郡東みよし町中庄

加茂谷川 　三好郡東みよし町加茂
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別図－１ 着色凡例

通常点検（毎年）

通常点検（３年サイクル）

北方系（４ｃｈ） 南方系（５ｃｈ） 簡易点検（３年サイクル）

防災行政無線 防災行政無線

点検対象外（他機関で実施）

f1

f3

f2

f3 f1 f1

CDT転送、

阿南庁舎へ

f4

CDT転送

飯尾川堰下流流量 冷田川排水機場 雨量（大谷川のみ）、水位、風向、風速、気圧

ポンプ状態、ゲート開度

排水機場（雨量・水位）

水位

水位

貞光（貞光川）

棚田（曽江谷川）

穴吹（穴吹川）

川田（川田川）

飯尾川外水位

源氏橋上（田野川）

水位維持堰高

樋門状態

飯尾川堰下流水位

太田川排水機場

新堀川排水機場

飯尾川堰上流流量

立江川排水機場

豊ノ本川排水機場

排水機場（施設情報）

ダム諸量

飯尾川堰

奥潟川排水機場

新池川排水機場

赤松中央（赤松川）

飯尾川堰上流水位

芝生川排水機場善蔵川排水機場

加茂前谷（椿川）

飯尾川内水位

吉野川水位 七条

出島川排水機場

多家良（八多川）

飯尾川流量

田野川排水機場苅屋川排水機場

日比原（宍喰川）

川成

大谷（大谷川）

海川 小見野々

水位

ダム諸量

小見野々 大美谷

黒谷（黒谷川）

排水機場（水位）

日早 市宇

宮川内

角ノ瀬堰 上畑 下上畑

相坂 水位

瀬戸（明神川）水位

ダム諸量

沖野（勝浦川）

北川

小見野々ダム

下ノ庄（宮川内谷川）

雨量 水位

白久

水位

上浦（飯尾川）

加茂野（飯尾川）

ダム諸量

雨量

雄中面

殿河内

徳命（前川）

北矢三（鮎喰川）

大谷川排水機場

立江（立江川）

多良（海部川）

神田瀬（神田瀬川）

ダム諸量

登り（北河内谷川）

牟岐橋（牟岐川）

千羽口橋（奥潟川）

横瀬（勝浦川）

打樋川(阿南)排水機場

内田橋（桑野川）

上鮎喰（鮎喰川）

春日（飯尾川）

半田（半田川）

吉永（新池川）

沖ノ島（榎瀬江湖川）

山上（園瀬川）

落合

落合

岩屋谷川排水機場

法花（園瀬川）

水位

七条（宮川内谷川） 熊谷（熊谷川）

名古ノ瀬

新野（桑野川）

江田

槍戸

正法寺（正法寺川）

野田原（日開谷川）

桑村（桑村川）

牟岐川排水機場

川口ダム

川口雨量

排水機場（水位）

奥浦（海部川）雨量・水位

雨量・水位

雨量

入田（鮎喰川）

水位

寄井（鮎喰川）

正木

宮川内ダム

八重地

雨量

雨量・水位

長安口ダム

多々羅川排水機場

打樋川排水機場

飯尾川第二樋門

大坂谷（大坂谷川） 神野（海部川）

加茂谷

大代（大代谷川）

名古ノ瀬

水位

長安口 加茂谷

雨量 水位

月輪（日和佐川）

日開谷（日開谷川）

牛島（江川）

新町（新町川）

丈六円橋（多々羅川）

馬路（馬路川）

ほたる（ほたる川）

和食（那賀川）

宍喰川排水機場

水位

宮前（園瀬川）

雨量井ノ内谷（井内谷川）

学島（学島川）

寺谷（嵯峨川）

水位

平（川田川）

広野（鮎喰川）

鴨島（江川）

美馬庁舎 鳴門庁舎 吉野川庁舎

加茂（加茂谷川）

雨量

雨量・水位

雨量・水位

寒ヶ瀬（海部川）

美波庁舎

雨量 雨量 雨量

三好庁舎

雨量

鳴門庁舎

口山（穴吹川）

福井ダム雨量

ダム諸量

正木ダム

横瀬

福井ダム

雨量

雨量 水位

小谷（宍喰川）

小谷中継局中継

大西水位

雨量 雨量 雨量雨量

美波庁舎

那賀庁舎 阿南庁舎

阿南庁舎

明神山中継所

那賀庁舎徳島庁舎 雨量

三好庁舎 徳島庁舎美馬庁舎

水防情報伝達システム回線系統図

中央監視局

徳島県庁

吉野川庁舎

上那賀中継所三好中継所 竜王山中継所 眉山中継所 鶴林寺中継所



※カメラサーバー改修中のため保守対象外

LTE API

※海部川及び那賀川

河川監視

カメラ

      STnetまたは

   ※ローカル5G

水位計

川の水位情報

水防情報伝

達システム

（県庁）

カメラサーバー

（県庁）

通信方法

危機管理型水位計 河川監視カメラ

勝浦川

（勝浦町）

勝浦川

(小松島市)

勝浦川

（徳島市）

藤川

立江川

八多川

打樋川(徳)

鮎喰川

（阿野）

生名谷川

五明谷川

鶯谷川

熊谷川

（阿波）
樋殿谷川

園瀬川

鮎喰川

徳島県庁

カメラサーバー・水防情報伝達システム

新池川

宮川内谷川

（板野町）

広岡川

日和佐川 日和佐川

海部川

危機管理型

水位計

河川監視

カメラ

危機管理型

水位計

河川監視

カメラ

危機管理型

水位計

河川監視

カメラ

新堀川

芝生川

西大堀川

指谷川

川田川

飯尾川

多々羅川

冷田川

園瀬川

勝浦川

（飯谷）

川田川

飯尾川

宮川内谷川

（阿波市）

宮川内谷川

（上板町）

吉野川

(善入寺

飯尾川

渡内川

宮川内谷川

大谷川（鳴）

前川

三谷川

（阿南）

熊谷川

（阿南）

畑田川

大津田川

那賀川

(十八女)

岡川

福井川

桑野川

宍喰川

打樋川(阿)

福井川

相川

浦上川

善蔵川

宍喰川

母川

海部川
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白川谷川

山口谷川

鮎苦谷川

穴吹川

半田川

貞光川

明連川

城の谷川

土井谷川

吉野川庁舎（管内）
危機管理型

水位計

那賀庁舎（管内）
危機管理型

水位計

河川監視

カメラ

那賀川 那賀川

中山川

（和食）

河川監視

カメラ

徳島庁舎（管内）
危機管理型

水位計

河川監視

カメラ

危機管理型

水位計

河川監視

カメラ

危機管理型

水位計

河川監視

カメラ

三好庁舎（管内） 美馬庁舎（管内） 美波庁舎（管内） 阿南庁舎（管内） 鳴門ＳＣ（管内）

貞光川



（様式１）電気通信施設保守業務計画書

　（１）５月点検

　（２）１１月点検

　（１）作業組織

　（２）連絡体制

　（３）夜間・休日の連絡体制

５．その他

令和　　年　　月　　日

１．定期保守年間工程表

２．管理技術者氏名

３．作業組織及び連絡体制

４．作業方法



（様式２－１）定期保守報告書様式

○○月点検　定期保守報告書

○○年○○月

令和 ８ 年 度

Ｒ８河川　法花観測局他　徳・八万他
水防情報伝達システム保守点検業務



（様式２－２（１））保守対象機器等

１．保守対象機器

中央監視局設置分 1 式

土木局設置分 局分

２．点検実施日

３．点検作業者

責任者名

作業者名

４．使用測定器一覧

測定器名 形式 製造番号 製造年月日 製造者名

令和○年○月○日～○月○日



（様式２－２（２））

１．保守対象機器

1 式

局分

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

２．点検実施日

３．作業責任者

令和○年○月○日～○月○日

責任者名

作業者名

観 測 局 名

土木局名

観測局

土木局

観 測 局 名



（様式２－３（１））

作成者名

装置名 処置

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

良 ・ 否 済 ・ 未

南部総合県民局
（美波）

局

西部総合県民局
（美馬）

局

西部総合県民局
（三好）

局

土
　
木
　
局
　
設
　
置
　
分

東部県土整備局
（吉野川）

局

南部総合県民局
（阿南）

局

南部総合県民局
（那賀）

局

局名

中央監視局

東部県土整備局
（徳島）

局

東部県土整備局
（鳴門）

局

備考
保守結果が否の場合

保守結果保守点検日



（様式２－３（２））

異常なし 異常有修繕済 異常有修繕要 異常なし 異常有修繕済 異常有修繕要

備考

観測局定期保守点検結果総括表

センサー 観測施設・環境

保守点検結果

所管土木局 観測局名 観測種別 センサー種別 保守点検日



（様式２－４）

中央監視局及び
各土木局設置分

局名 作成者

処
理
事
項

特
記
事
項

報告日

所
見



（様式２－５）　　要修繕箇所報告

対 象 局 名 対 象 装 置 名

報 告 者 報 告 日 ○年○月○日

修繕見積額

不良箇所

対応策



（様式２－５（２））　　

所管土木局 観測局名 観測種別

局　別　要　修　繕　箇　所

修　繕　方　法 修　繕　費　見　積

要修繕箇所

破損状況



（様式２－６）　　

所管土木局 試験費 令和○年○月○日

自記記録紙

開始 ○時○分

終了 ○時○分

注水量 ｃｃ ｍｍ

転倒回数 回

自記記録 ｍｍ

開始 ○時○分

終了 ○時○分

注水量 ｃｃ ｍｍ

転倒回数 回

自記記録 ｍｍ

所管土木局 試験費

自記記録紙

開始 ○時○分

終了 ○時○分

注水量 ｃｃ ｍｍ

転倒回数 回

自記記録 ｍｍ

開始 ○時○分

終了 ○時○分

注水量 ｃｃ ｍｍ

転倒回数 回

自記記録 ｍｍ

第○回　結果判定（良　異常）

注水時間

注水時間

第○回　結果判定（良　異常）

注水時間

第○回　結果判定（良　異常）

雨　量　局　注　水　試　験　結　果　表

第○回　結果判定（良　異常）

注水時間

雨量局名

雨量局名



（様式２－７）　　

観測日時分 量水表 水位計 自記紙 変換器 観測日時分 量水表 水位計 自記紙 変換器
水位局名所管土木局

水　位　局　調　整　結　　果　表

調整前 調整後
備考

センサー
種別



（様式２－８）　　

監督者 担当者 技術者

年 月 日

正　　常 調　　整 交　　換 修　　理

　時　分 いない

よい いない

よい
スプロケットか
ら外れ

たるみがあ
る 零点不良

正しい 速い

遅い 10分以上 30分以上

電池切れ 時々止まる

正常 ｲﾝｸ切れ 途切れる

正常 かすれる にじむ

はい 不鮮明 零点不良

Ⅱ器械

正常 ｸﾞﾗｸﾞﾗ動く 傾いている 変形している

よい 吐いている

よい 埃詰まり 汚れ

よい 軸油切れ 水垢汚れ

よい
ﾘｰﾄﾞ線の接
続不良

ｽﾄｯﾊﾟｰ緩
み

よい 接続不良 断線あり 哀損あり

主任監督員

　　　 止まる

ロ　インクは正常に出ているか

雨量観測所見回り報告書（転倒マス雨量計）

（２）時計、器械の調子

　　　 正常１日１０分以内

イ　  遅速１日１０分以上～３０分以上

注意：軽くされるだけで転倒させてはいけない

ヘ　受水器からのコード接続部及びコードに異常はないか

処置の具体的内容

及び特記事項

ロ　受水口に木の葉等が入っていないか

ハ　濾水器はチリ、埃、小鳥の糞で汚れていないか

ホ　水銀接点の動き、リード線の状態はよいか

ニ　転倒マスは汚れていないか、軽く動くか

イ　水平に設置されているか

ハ　器械、記録状況は正常か

二　過去の記録状況を点検したか

（３）受水器

（１）観　測　業　務

イ　時刻は正確に記録しているか

ロ　雨量は正確に記録しているか

ハ　記録紙の巻取り方はよいか

見回り

観測所番号

項目

見回り者氏名

処　　　置

観　測　所　名 観　測　者　氏　名 機　器　番　号

異　　常

時　計　番　号機　器　形　式

判　　　定

製　作　所　名 見回り者所属



正　　常 調　　整 交　　換 修　　理

はい ない

はい インク不足
取替日経
過

カートリッジ太
書き

はい ボルト不足

はい 接続不良

正常
記録紙をひっか
く

記録紙から外
れる

Ⅲ施設

ない 樹木 家屋あり

よい 動く

よい 破損 施錠不良

ない ある

ない ある

Ⅳ備品

ある ない

ある ない 破損

ハ　インク及びペンまたは、カートリッジペンはあるか ある ない

Ⅴ報告

　　 任者が理解しやすい方法で報告する

イ　保守点検見回り報告は、責任者が速やかに行う

（６）備品

イ　自記紙の予備はあるか

ロ　故障時の場所は直ちに報告し、速やかに修理する

ハ　施錠等に異常を生じた場合は、写真かスケッチにて責

ロ　メスシリンダーは、破損していないか

（７）点検結果報告

　①風の影響等で動くか

　②戸の破損、施錠状態はよいか

　③ペンキ塗りの必要はあるか

　④ガラス窓の破損及び、雨のさし込みはないか

（５）観測所周辺の点検

イ　観測所周囲に観測に障害になるものはないか

ロ　観測小屋

ニ　受水器からのコードの接続部を確認したか

ホ　記録ペンは１パルス毎に軽く動き、スムーズに反転するか

ロ　カートリッジペン及びインク量等、取替日を確認したか

ハ　乾電池のボルトはあるか取替日を確認したか（入力電圧確認）

（４）記録器

イ　自記紙の残量は、次回点検日まであるか

処　　　置 処置の具体的内容

異　　常 及び特記事項
項目

判　　　定



（様式２－９）　　

監督者 担当者 技術者

年 月 日

正　　常 調　　整 交　　換 修　　理

　時　分 いない

　　　　ｍ いない

よい 悪い

正しい 速い

遅い

電池ボルト低下 時々止まる

正常 ｲﾝｸ切れ 太く書く 取替日経過

正常 かすれる 途切れる にじむ等

よい ボルト不足 交換日経過 電池の装填不良

はい 不鮮明 零点不良 異常記録

Ⅱ器械

正しい 差　　　ｍ

正しい 差　　　ｍ
ペンホルダーの
不調

０点の調整
不良

ペン先の差込
不良

正常 つまり 圧力部 本体部等

正常 重い 処々に重い 異音有り

10分以上 30分以上

次回交換日　年　月　日頃

量水標水位の読み（　　　ｍ）、テレメータ水位（　　　ｍ）

量水標水位の読み（　　　ｍ）、記録水位（　　　ｍ）

観　測　所　名 観　測　者　氏　名 機　器　番　号

ホ　記録紙の過去の記録状況を点検したか

異　　常

時　計　番　号機　器　形　式

観測所番号

項目
判　　　定

ロ　水位は正確に記録しているか

ハ　記録紙の巻取り方はよいか

見回り

見回り者氏名

処　　　置

製　作　所　名

イ　量水標の読みと記録に差がないか

ハ　記録状態は正常であるか

二　水晶時計の電池のボルトはよいか、交換日は確認したか

（３）水位計の調子

ロ　量水標の読みとテレメータに差がないか

ハ　差の原因はペン装置にある

ホ　回転部は全て円滑に回転するか

ニ　差の原因は導水管にあり

処置の具体的内容

及び特記事項

見回り者所属

主任監督員

　　　 止まる

ロ　カートリッジペンのインクは正常に出ているか

水位観測所見回り報告書（水晶水圧式）

（２）時計、器械の調子

　　　 正常１日１０分以内

イ　  遅速１日１０分以上～３０分以上

（１）観　測　業　務

イ　時刻は正確に記録しているか



正　　常 調　　整 交　　換 修　　理

正常 油分がかれている ホコリ汚れ

正常 緩んでいる

よい 内部汚れ 外部汚れ
テーブルの汚
れホコリ

よい 干上がり ヘドロ

正常 変形している

正常 全体的 部分的

正常 よじれあり 折曲りあり

Ⅲ施設

正常 土砂堆積 干上がり

正常 重い 戸閉が悪い

正常 悪い 要交換

よい 悪い 草木繁茂

よい 雨漏り ｶﾞﾗｽ破損

項目
判　　　定 処　　　置 処置の具体的内容

異　　常 及び特記事項

ト　運動部の各ギヤーの締付ネジはゆるんでいないか

チ　水位計の内、外部とも清潔になっているか

（４）センサー、ワイヤー

イ　センサーは水没しているか

イ　センサー先端部に異常はないか

ロ　センサーは変形していないか

ハ　ワイヤーは摩擦していないか

ヘ　連動部の油切れ、ホコリ等の汚れはないか

ロ　扉の開、閉はスムーズに出来るか

ハ　扉の施錠は容易に確実に出来るか

ニ　管理橋及び量水標へ階段工及び道路に不備な点はないか

ホ　窓及び窓ガラス等に異常はないか

ニ　ワイヤーはよじれ・折れ曲がりはないか

（５）観測所周辺の点検



（様式２－１０）　　

監督者 担当者 技術者

年 月 日

正　　常 調　　整 交　　換 修　　理

　時　分 いない

　　　　ｍ いない

よい 悪い

正しい 速い

遅い

電池ボルト低下 時々止まる

正常 ｲﾝｸ切れ 太く書く 取替日経過

正常 かすれる 途切れる にじむ等

よい ボルト不足 交換日経過 電池の装填不良

はい 不鮮明 零点不良 異常記録

Ⅱ器械

正しい 差　　　ｍ

正しい 差　　　ｍ

正しい 差　　　ｍ
ペンホルダーの
不調

０点の調整
不良

ペン先の差込
不良

検出部 本体部等

よい 有り

正常 破損

（４）音波管

イ　音波管に流木がひっかかっていないか

ロ　音波管が破損していないか

二　水晶時計の電池のボルトはよいか、交換日は確認したか 次回交換日　年　月　日頃

ホ　記録紙の過去の記録状況を点検したか

ロ　量水標の読みとテレメータに差がないか

量水標水位の読み（　　　ｍ）、記録水位（　　　ｍ）

主任監督員

　　　 止まる

ロ　カートリッジペンのインクは正常に出ているか

水位観測所見回り報告書（音波式水位計）

（２）時計、器械の調子

　　　 正常１日１０分以内

イ　  遅速１日１０分以上～３０分以上

（１）観　測　業　務

イ　時刻は正確に記録しているか

見回り者所属 見回り者氏名

処置の具体的内容

及び特記事項

製　作　所　名

イ　量水標の読みと記録に差がないか

ハ　記録状態は正常であるか

（３）水位計の調子

項目

ロ　水位は正確に記録しているか

ハ　記録紙の巻取り方はよいか

判　　　定 処　　　置

観測所番号

時　計　番　号機　器　形　式

見回り

観　測　所　名 観　測　者　氏　名 機　器　番　号

異　　常

ハ　量水標の読みと水位計表示に差がないか

ハ　差の原因は水位計にある

ニ　差の原因はペン装置にある

10分以上 30分以上

量水標水位の読み（　　　ｍ）、テレメータ水位（　　　ｍ）

量水標水位の読み（　　　ｍ）、気泡式目盛板水位（　　　ｍ）



正　　常 調　　整 交　　換 修　　理

Ⅲ施設

正常 重い 戸閉が悪い

正常 悪い 要交換

よい 悪い 草木繁茂

よい 雨漏り ｶﾞﾗｽ破損

正常 悪い

正常 傾いている グラグラ動く 沈下した

よい ゴミ等（大） ゴミ等（小）

よい 汚れ（大） 剥がれている 錆ている

よい 悪い

Ⅳ周辺

いない いる

ない ある

正常 変った

ない 堆積 洗掘

ある（　　巻） ない

ある ない

ある ない

ある ない

Ⅴ報告

　　 任者が理解しやすい方法で報告する

イ　点検結果見回り報告は責任者に速やかに行う

ニ　土砂の堆積、洗掘はないか

（８）予備品及び消耗品の点検

ハ　施錠等に異常を生じた場合は、写真かスケッチにて責

（７）観測所周辺の点検

イ　近くで河川工事が行われていないか

ロ　工事期間中水位観測に影響はないか

ハ　流心部（川の流れ）は変わっていないか

ハ　カートリッジペンはあるか

ニ　ミシン油、白ボロはあるか

（９）点検結果報告書

イ　自記紙はあるか

ロ　ペン先、インクはあるか

ロ　故障等の場所は直ちに報告し速やかに修理する

（６）量水標の点検

イ　量水標の水位は容易に確実に観測出来るか

ロ　傾いたり、不安定になっていないか

ハ　ゴミ、藻、流木がかかっていないか

ハ　管理橋及び量水標へ階段工及び道路に不備な点はないか

ニ　窓及び窓ガラス等に異常はないか

（５）観測所周辺の点検

イ　扉の開、閉は確実に出来るか

ロ　扉の施錠は容易に確実に出来るか

ホ　目盛板は鮮明に読めるか

ニ　目盛板は汚れたり、剥がれたりしていないか

処　　　置 処置の具体的内容

異　　常 及び特記事項
項目

判　　　定



（様式２－１１）　　

解　　　　　説 写　　　　　真



（様式２－１２）　　

記入例

No.　５　　-　４　 /　１ No.　　　-　　　 /

観測開始 観測開始

観測終了 観測終了

令和○年○月○日○時○分

令和○年○月○日○時○分

令和○年○月○日○時○分

令和○年○月○日○時○分

自記紙整理ラベル

下のラベルに事務所名、観測所名（水位・潮位・雨量まで記入）、自記紙No.（当該年度の
全何巻のうち何番目の自記紙に当たるか）、観測開始及び終了年月日時分、を記入し自
記紙及び箱に添付する。

観測所

局東部県土整備局（徳島）

××観測所



（様式３）　障害修理完了報告書　

対象局名 対象装置名

復旧処理
内容

通報者名　県
職員 連絡日時 受報者名 修理者名

年　　月　　日　実施
年　　月　　日　報告

別途精算の
場合の費用

障害内容 ○障害発生期間：
○障害内容：

障害原因



（様式４）　年間保守報告書　

局　名

作　成　者 　年　月　日

中央監視局及び土木局設置分

5月点検

11月点検

障害修理等
臨時対応の

所　見

総　括　所　見



（様式４（２））　

作　成　者

年　間　結　果　総　括　表

年間総括所見

　　　　　○○○○○土木局系　　観測測定器

その他

5月点検

11月点検


